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はじめに

１９４５（昭和２０）年３月９日から１０日未明にかけて行われた東京大空襲は、下町

一帯を一夜にして焦土に変え、これに続く５月２５日の山の手大空襲により、東京の大半

は灰燼に帰しました。この空襲により、中野区内だけで死者４１８人、負傷者１，６１１

人、罹災者７２，５２３人、全焼家屋２０，７３６戸と記録されています。戦後、その絶

望と苦しみのどん底から、中野区はまさに奇跡的な復興を遂げ、日本全体も、平和で豊か

な生活を享受できるようになりました。

しかしながら、世界に目を向ければ、民族紛争やテロなどは依然あとをたたず、飢えや

砲火によって、今この瞬間にも尊い生命が失われているのが現実です。また、戦争を知ら

ない世代が区民の大部分を占める現在、毎日の平穏な生活の中で、私たちは、ともすれば

過去の悲惨な体験を忘れがちになります。

中野区は、戦争の惨禍を二度と繰り返さないとの思いから、１９８２（昭和５７）年８

月１５日、「中野区憲法擁護・非核都市宣言」を行いました。その宣言から昨年で４０年目

を迎えました。

この間、区は、「中野区の平和行政の基本に関する条例」を制定し、平和事業の位置づけ

を明確にするとともに、基金による財政的な基盤を確立し、安定的に平和事業を行う体制

を整えました。そして、「平和のつどい」をはじめとする各種の平和事業、宣言文の普及、

平和マップの作成など、様々な機会を通じて宣言の意義の普及に努め、区民の皆さんと共

に平和への取組みを進めてきました。

この冊子は、「憲法擁護・非核都市の宣言」から４０年を経た今日までの、こうした中野区の平和行

政のあゆみを概観したものです。

これからも宣言に込めた区民の思いを実現するため、さまざまな機会をとらえて、核兵器の廃絶と恒

久平和の実現のため、区民のみなさんとともに平和へのあゆみを進めていきたいと思います。

２０２３（令和５）年３月
中野区企画部企画課平和・人権・男女共同参画係
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